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【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｂ  67/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/87     (2006.01)
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   Ａ６１Ｋ   8/29     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/19     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   1/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   1/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｂ  67/08    　　　Ａ
   Ａ６１Ｋ   8/87    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/88    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/29    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/19    　　　　
   Ａ６１Ｑ   1/00    　　　　
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年8月27日(2012.8.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項６】
ポリマーマトリックスが、少なくとも２つの化合物、すなわち一方がイソシアネートタイ
プであり他方がアルコール及び／又はアミンタイプである化合物を反応させることにより
得られたものであり、これら２つの化合物の少なくとも１つは、少なくとも３つの同じか
又は異なる官能基を有し、該官能基は、イソシアネートのタイプについてはイソシアネー
ト基から、そしてアルコール及び／又はアミンのタイプについてはヒドロキシル基及びア
ミン基から選択されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の複合染料
。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１０】
顔料が、酸化チタン、酸化クロム、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．７、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．２２レー
キ、Ｄ＆ＣイエローＮｏ．６レーキ及びＦＤ＆ＣイエローＮｏ．６レーキ、及びＦＤ＆Ｃ
ブルーＮｏ．１レーキから選択されるところの、請求項１～９のいずれか１項に記載の複
合染料。
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【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０７】
本発明において使用され得る顔料の例として、カーボンブラック、酸化チタン、酸化クロ
ム、Ｄ＆Ｃ又はＦＤ＆Ｃのタイプの顔料、及びそれらのレーキ、特にＤ＆ＣブルーＮｏ．
４、Ｄ＆ＣブラウンＮｏ．１、ＦＤ＆ＣグリーンＮｏ．３、Ｄ＆ＣグリーンＮｏ．５、Ｄ
＆ＣグリーンＮｏ．６、ＦＤ＆ＣグリーンＮｏ．８、Ｄ＆ＣオレンジＮｏ．４、Ｄ＆Ｃオ
レンジＮｏ．５、Ｄ＆ＣオレンジＮｏ．１０、Ｄ＆ＣオレンジＮｏ．１１、ＦＤ＆Ｃレッ
ドＮｏ．４、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．６、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．７、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．１７、
Ｄ＆ＣレッドＮｏ．２１、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．２２、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．２７、Ｄ＆Ｃレ
ッドＮｏ．２８、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．３０、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．３１、Ｄ＆ＣレッドＮｏ
．３３、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．３４、Ｄ＆ＣレッドＮｏ．３６、ＦＤ＆ＣレッドＮｏ．４０
、ＦＤ＆ＣレッドＮｏ．４０レーキ、Ｄ＆ＣバイレットＮｏ．２、Ｅｘｔ．Ｄ＆Ｃバイオ
レットＮｏ．２、ＦＤ＆ＣブルーＮｏ．１、Ｄ＆ＣイエローＮｏ．６、ＦＤ＆Ｃイエロー
Ｎｏ．６、Ｄ＆ＣイエローＮｏ．７、Ｅｘｔ．Ｄ＆ＣイエローＮｏ．７、Ｄ＆Ｃイエロー
Ｎｏ．８、Ｄ＆ＣイエローＮｏ．１０、又はＤ＆ＣイエローＮｏ．１１の名前で当業者に
公知であるものが挙げられ得、該顔料が化粧料において通常使用される親水性相及び脂溶
性相に自然には不溶でないとき、それは対応するレーキの形で使用されると理解されたい
。
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